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令和５年３月１日 

 

区立小中学校の 

児童・生徒の保護者各位 

中央区教育委員会事務局 

学務課長  鷲頭  隆介 

 

区立小中学校における学校・保護者間連絡アプリの導入及び 

「こども安全安心メール」サービス終了のお知らせ 

 

日頃より、本区教育行政にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 

この度、学校・保護者間の新たな連絡ツールとして、下記のとおり区立全小中学校及び宇

佐美学園に「学校・保護者間連絡アプリ（tetoru
テ ト ル

）」を導入いたします。これまで学校から

こども安全安心メールで配信していた保護者向けの連絡は、今後tetoru
テ ト ル

にて行っていただき

ます。 

なお、幼稚園につきましては、今年度から導入している幼稚園・保護者間連絡ツール「ル

クミー」を引き続きご利用ください。 

本アプリの導入に伴い、「こども安全安心メール」は令和５年３月 31日をもってサービス

の提供を終了いたしますが、これまで「こども安全安心メール」で配信していた不審者情報

等の提供につきましては、下記６をご確認いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

１ アプリ名 

tetoru
テ ト ル

 

 

２ 対象者 

中央区立小中学校及び宇佐美学園に通学されているお子様の保護者 

    

３ 配信内容 

学校からの連絡事項等 

（学校が発信した教育活動上の緊急連絡や、文書等の添付ファイルを受け取ることが 

できます。） 

 

４ 個人情報の取扱いについて 

（１） 個人情報の収集、管理及び利用については、本区の個人情報保護制度に基づき適正 

に運用します。 

 



（２）  本アプリ導入にあたっては、本区の個人情報保護制度に基づき、個人情報の漏洩、

滅失、改ざん及び毀損の防止等適正な管理のための措置を事業者に義務付けていま

す。 

 （３） 保護者の方におかれましても、アプリに配信された児童・生徒の顔や氏名等の個

人が識別できる情報をインターネット上に掲載しない等、個人情報の取扱いに注意

を払うようお願いいたします。 

 （４） 目的外の使用により、個人情報の漏洩等が生じた場合やトラブルに巻き込まれた

場合は、中央区教育委員会及び各校では責任を負うことができませんのでご了承く

ださい。 

 

５ 「tetoru
テ ト ル

」登録方法 

３月以降にお子様の在籍校から別途送付される登録案内に従って、ご登録をお願いいた 

します。 

 

６ 「こども安全安心メール」サービス終了に伴う不審者情報等の提供について 

不審者情報や防犯情報等の受信を希望する場合は、以下のサービスのご登録をご検討 

ください。 

 

ア 「ちゅうおう安全・安心メール」（本区危機管理課により提供） 

https://www.city.chuo.lg.jp/bosai/2020chuosafetyandsecurity

mail.html  

   ※ 配信情報の「防犯情報」を選択すると、不審者情報等を受け 

取ることができます。 

 

イ 「中央区 LINE公式アカウント」（本区広報課により提供） 

https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kouhoukouchou/kouhou/sn

s/line.html 

※ 配信カテゴリーの「防災・安全」＞「防犯・不審者などの 

情報」を選択すると、不審者情報等を受け取ることができます。 

 

※ ア・イいずれのサービスとも、不審者情報のみならず、特殊詐欺の注意喚起を 

含む幅広い防犯情報を配信しています。 

 

 

 

【 問合せ先 】 

中央区教育委員会事務局 学務課学事係 
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